
 

オンライン資格確認マニュアル 

（医療扶助版） 

 

 

目 次 

医療扶助 ..................................................................................................... 1 

新患登録（マイナンバーカードあり） ..................................................... 2 

生活保護（医療扶助）のみ ....................................................................................... 2 

社保と生活保護の両方がある場合（社保併用） ................................................. 4 

新患登録（マイナンバーカードなし） ..................................................... 7 

医院様の操作 ................................................................................................................. 7 

保険資格変更（マイナンバーカードあり） ............................................ 10 

生活保護のみに変わった場合 ................................................................................. 10 

社保と生活保護併用に変更 ..................................................................................... 12 

保険証変更（マイナンバーカードなし） ................................................ 15 

医院様の操作 ............................................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

医療扶助 

●生活保護のみ「医療券/調剤券、処方箋でも資格確認が可能」です。 

マイナンバーカードがなくても医療券を原簿に登録して「保険証で資格確認」をすれば

交付番号など医療券の情報を取り込めます。 

※交付番号の取り込みは2024年3月のバージョンアップ後になります。 

薬剤情報等の閲覧は、マイナンバーカードでの資格確認時に同意が必要です。 
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新患登録（マイナンバーカードあり） 
 
生活保護（医療扶助）のみ 

 

① 院内患者画面で「新患登録」のボタンをクリックしてください。 

 

② 患者原簿画面で「マイナで資格確認」のボタンをクリックしてください。 

 

③ オンライン資格確認のダイアログが出ますので、該当患者をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①クリック 

②クリック 

生活保護のみ、 
保険者番号は空 
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④ 右側にマイナンバーから読み取った生活保護（医療扶助）情報が表示されます。 

「公費1」に表示させてから、「更新する」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 原簿に情報が取り込まれたことを確認してください。 

電話番号等マイナンバーカードから取り込みできないものは手入力してください。 

 

⑥ その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。 

  

③取り込む 
データを選択 

「公費2」は 
（取り込まない）を選択します 

④[更新する]で 
取り込む 

「公費1」に 
生活保護を取り込みます 
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社保と生活保護の両方がある場合（社保併用） 

 

① 院内患者画面で「新患登録」のボタンをクリックしてください。 

 

② 患者原簿画面で「マイナで資格確認」のボタンをクリックしてください。 

 

③ オンライン資格確認のダイアログが出ますので、該当患者をクリックしてください。 

 

  

①クリック 

②クリック 

社保の番号が表示されます 
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④ 右側にマイナンバーから読み取った保険証情報が表示されます。 

生活保護の番号を確認するために「公費を確認」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 取り込む 
データを選択 

 
②[公費を確認]をクリック 
 
※社保と生保を持っている患者さんだけ 

ボタンが「公費を確認」に変わります。 
一回クリックすると「更新する」になります。 
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⑤ 生活保護情報が表示されます。 

「公費1」に表示させてから、「更新する」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 原簿に情報が取り込まれたことを確認してください。 

電話番号等マイナンバーカードから取り込みできないものは 

手入力してください。 

 

⑦ その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。 

  

[更新する]で 
取り込む 

社保と生保の情報を 
切り替えて表示 

「公費2」は 
（取り込まない）を選択します。 

「公費1」に 
生活保護を取り込みます 



7 
 

新患登録（マイナンバーカードなし） 

医院様の操作 
① 院内患者画面で「新患登録」のボタンをクリックしてください。 

 

 

② 通常通り、患者様の新患登録を行ってください。 

スキャナのある医院様は保険証ＯＣＲをしていただいても問題ありません。 

③ 原簿の入力が終わったら、保険証で資格確認のボタンをクリックしてください。 

 

 

② 資格確認のボタンをクリックしてください。 

※生活保護（医療扶助）だけは「保険証で確認」でも新しい医療扶助（生活保護）情報を 

取得できます。その場合、１２～の公費番号が取り込まれて表示されます。 

 

 

②クリック 

 

 

①クリック

  

  

◆資格確認を押す理由◆ 

①患者様が持参した保険証・医療券が 
現時点で有効か確認するため 

②保険証・医療券の入力間違いがない 
ことを確認するため 

クリック 
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③ 原簿に登録した内容が正しければ、オンライン資格確認の画面の背景は白い状態で

す。 

背景が緑色の箇所を上書き修正したい場合は「上書き」ボタンをクリックし、上書

きする箇所にチェックを入れ「更新」をクリックしてください。緑色がない場合は 

「キャンセル」してください。 

 

右に緑色の箇所がある場合 
「上書き」をクリックし、修正したい箇所の

チェックを入れます。 
「更新する」をクリックすると反映します。 

上書きしたい情報のみ 
チェックをつける 

右に緑色の箇所がない場合は 
「キャンセル」をクリック 

→手順⑥へ 
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④ 患者原簿に該当患者が登録されます。 

その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。 

 

 

 

患者終了 印刷 
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保険資格変更（マイナンバーカードあり） 
 

生活保護のみに変わった場合 
 

① 「保険証確認」画面で「マイナで資格確認」をクリックすると、左側に旧保険資格情

報、右側に新保険資格情報が表示されます。  

※「マイナで資格確認」後、すぐに公費の情報が表示される場合は 

患者様の保険資格が「生活保護のみに変わった」ことを意味します。 

 

現在の公費の登録の有無にかかわらず、公費１に生活保護の番号が表示されます。 

生活保護になると市町村助成などの公費はなくなります。 

 

② 表示された情報を確認して「更新する」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

次に表示される画面の「切替日」
に該当します 

①クリック 

「公費2」は 
（取り込まない）を選択します。 

「公費1」に 
生活保護を取り込みます 
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③ 保険資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

「生活保護の資格開始日」と同日を入力し完了を押してください 

 

④ 公費資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

「生活保護の資格の開始日」を入力し完了を押してください 

⑤ 「特健・薬剤情報の提供」に患者様が同意していると、当該情報が読み込まれます。 

続いて、更新された患者原簿が表示されます。 

⑥ その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。 

③クリック 

◆生活保護の資格開始日◆ 

その生活保護の資格が有効になる日のことです。 

同日から保険資格は喪失していることに 

なりますので、④と同じ日付を指定します。 

②生活保護の資格開始日と同日を入力 

⑤クリック 

◆生活保護の資格開始日◆ 

その生活保護の資格が有効になる日のことです。 

保険資格を喪失した日から生活保護を使用します

ので、③と同じ日付を指定します。 

 

④生活保護の資格開始日を入力 
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社保と生活保護併用に変更 
 

① 「保険証確認」画面で「マイナで資格確認」をクリックすると、 

左側に旧保険資格情報、右側に新保険資格情報が表示されます。  

 

相違のある項目の背景が緑色になります。 

緑色の項目がある場合は、保険証変更が必要です。 

 

社保と生保の両方がある場合「公費を確認」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①取り込む 
データを選択 

 
②[公費を確認]クリック 
 
※社保と生保を持っている患者さんだけ 

ボタンが「公費を確認」に変わります。 
一回クリックすると「更新する」になります。 
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② 生活保護情報が表示されます。 

内容を確認したら「更新する」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「公費1」に 
生活保護を取り込みます。 

「公費2」は 
（取り込まない）を選択します。 

③[更新する]で 
取り込む 

社保と生保の情報を 
切り替えて表示 

「公費2」は 
（取り込まない）を選択します。 

「公費1」に 
生活保護を取り込みます 
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③ 保険資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

「生活保護の資格開始日」と同日を入力し完了を押してください 

 

④ 公費資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

「生活保護の資格開始日」を入力し完了を押してください 

③ 「特健・薬剤情報の提供」に患者様が同意していると、当該情報が読み込まれます。 

続いて、更新された患者原簿が表示されます。 

④ その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。 

③クリック 

◆生活保護の資格開始日◆ 

その生活保護の資格が有効になる日のことです。 

同日から保険資格は喪失していることに 

なりますので、④と同じ日付を指定します。 

②生活保護の資格開始日と同日を入力 

⑤クリック 

◆生活保護の資格開始日◆ 

その生活保護の資格が有効になる日のことです。 

保険資格を喪失した日から生活保護を使用します

ので、③と同じ日付を指定します。 

 

④生活保護の資格開始日を入力 
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保険証変更（マイナンバーカードなし） 
 

院内患者で喪失などメッセージが出た場合、保険証が変更になっている場合が考えられ

ます。 

 

医院様の操作 
 

① 院内患者画面で該当の患者の患者原簿ボタン（Ｆ７）をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 通常通り保険証変更を行ってください。 

 

 

通常通り保険証変更を行う 

②患者原簿ボタンか 

F7患者原簿ボタンをクリック 

 

①該当の患者をクリック 

 
 

          
 ②患者原簿ボタンか  

F7患者原簿ボタンを 

クリック 
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③ 「保険証で資格確認」をクリックしてください。 

 

 

④ 資格確認のボタンをクリックしてください。 

※生活保護（医療扶助）だけは「保険証で確認」でも新しい医療扶助（生活保護）情報を 

取得できます。その場合、１２～の公費番号が取り込まれて表示されます 

 

 

 

③クリック 

◆資格確認を押す理由◆ 

①患者様が持参した保険証・医療券が現時
点で有効か確認するため 

②保険証・医療券の入力間違いがないこと
を確認するため 

④クリック 
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⑤ 原簿に登録した内容が正しければ、オンライン資格確認の画面の背景は白い状態で

す。 

背景が緑色の箇所を上書き修正したい場合は「上書き」ボタンをクリックし、上書

きする箇所にチェックを入れ「更新」をクリックしてください。緑色がない場合は

「キャンセル」してください。 

 

 

⑥ その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。 

右に緑色の箇所がある場合 
「上書き」をクリックし、修正したい箇所の

チェックを入れます。 
「更新する」をクリックすると反映します。 

上書きしたい情報のみ 
チェックをつける 

右に緑色の箇所がない場合は 
「キャンセル」をクリック 

→手順⑥へ 


